
（第18516号）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
身
体
障
害
者
手
帳
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
障
害
者
施
策
推
進
部
施
設
サ
ー
ビ
ス
支
援
課
）…
一

告

示

○
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千
二
十
七
号
（
東
京
都
消
費
生
活
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
品

質
表
示
に
関
す
る
表
示
事
項
等
の
指
定
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
消
費
生
活
部
企
画
調
整
課
）…
八

○
市
街
地
再
開
発
事
業
の
終
了
認
可
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
一二

○
都
営
住
宅
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
一二

○
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一二

○
都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一四

○
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）…
一五

○
港
湾
施
設
の
変
更
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）…
一六

公

告

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
財
務
局
主
計
部
公
債
課
）…
一七

○
市
街
地
再
開
発
事
業
規
準
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
一八

○
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
数
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
保
健
政
策
部
国
民
健
康
保
険
課
）…
一八

雑

報

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）…
一九

○
全
国
自
治
宝
く
じ
の
発
売
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
二五

規

則

東
京
都
身
体
障
害
者
手
帳
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
五
号

東
京
都
身
体
障
害
者
手
帳
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
身
体
障
害
者
手
帳
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
二
百
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
身
体
障
害
者
手
帳
交
付
申
請
書
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
、
政
令
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の
再
交
付
の
申
請
、
法
第
十
六
条
第
一
項
、
省
令
第
七
条
第
二
項
及
び

省
令
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の
返
還
並
び
に
政
令
第
九
条
第
二
項
及
び
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
居
住
地
又
は
氏
名
の
変
更
の
届
出
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
交
付
等
申
請
（
届
出
）
書
」
を

「
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
交
付
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

２

政
令
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
居
住
地
又
は
氏
名
の
変
更
の
届
出
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
居
住
地
の
変
更
の
届
出
は
、
身
体
障
害
者
居
住
地
等
変
更
届
書
（
別
記
第
一
号
様
式
の
二
）

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

政
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の
再
交
付
の
申
請
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
再
交
付
申
請

書
（
別
記
第
一
号
様
式
の
三
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

法
第
十
六
条
第
一
項
、
省
令
第
七
条
第
二
項
及
び
省
令
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の
返

還
の
届
出
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
返
還
届
（
別
記
第
一
号
様
式
の
四
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

５

区
市
町
村
長
は
、
第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
申
請
書
及
び
届
出
を
知
事
に
進
達
す
る
場

合
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
等
申
請
者
一
覧
（
別
記
第
一
号
様
式
の
五
）
を
添
付
す
る
も
の
と

す
る
。

第
六
条
中
「
障
害
程
度
の
再
認
定
の
た
め
の
診
査
通
知
書
」
を
「
身
体
障
害
者
手
帳
の
再
認
定
に
つ

い
て
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
再
認
定
の
た
め
の
診
査
通
知
書
」
を
「
身
体
障
害
者
手
帳
の
再
認
定
に
つ
い
て
」
に
改
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め
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
居
住
地
等
変
更
通
知
書
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
身
体
障
害
者
居
住
地

変
更
通
知
書
」
を
「
身
体
障
害
者
手
帳
居
住
地
等
変
更
通
知
書
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。
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（第18516号）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）５

別
記
第
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
二
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（第18516号）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）７

別
記
第
二
十
三
号
様
式
か
ら
第
二
十
五
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
身
体
障
害

者
手
帳
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
第
一
号
様
式
は
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
身
体
障
害
者
手
帳
に
関
す
る
規
則
に
よ
る
別
記
第
一
号
様
式
、
別
記
第
一

号
様
式
の
二
、
別
記
第
一
号
様
式
の
三
及
び
別
記
第
一
号
様
式
の
四
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
改
正
前
の
規
則
別
記
第
一
号
様
式
、
第
十
六
号
様
式
、
第
十
八
号
様
式
、

第
二
十
号
様
式
及
び
第
二
十
五
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を

加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
三
号

東
京
都
消
費
生
活
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
品
質
表
示
に
関
す
る
表
示
事
項
等
の
指
定
（
昭
和
五
十
一

年
東
京
都
告
示
第
千
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

表
一

七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（第18516号）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）９
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（第18516号）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）１１

表
一

三
十
九
の
項
か
ら
四
十
六
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
四
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
七
条
の

二
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
晴
海
五
丁
目
西
地
区
第
一
種
市
街
地

再
開
発
事
業
の
終
了
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
七
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に

告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
氏
名
又
は
名
称

東
京
都

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

三

施
行
地
区

中
央
区
晴
海
五
丁
目
地
内

四

第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
名
称
及
び
施
行
認
可
の
年
月
日

晴
海
五
丁
目
西
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

五

第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
終
了
の
認
可
の
年
月
日

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
五
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
六
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

日
野
平
山
ア
パ
ー
ト

（
１
、
２
、
３
号
棟
）

日
野
市
平
山
四
丁
目
二
十
番
地
の

一

中
層
耐
火

三
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

一
一
〇
戸

日
野
平
山
ア
パ
ー
ト

（
６
号
棟
）

同
右

同
右

四
二
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

三
六
戸

同
右

同
右

同
右

六
三
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
七
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
八
年
四
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
八
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
石
神
井
公
園

別
図
の
と
お
り

令
和
八
年
四
月
一

日



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（第18516号） １６

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
九
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
規
模
を
次
の
と
お
り
変

更
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規

模

変
更
前

変
更
後

所
在
地

変
更
年

月
日

港
湾

施
設

用
地

中
央
防

波
堤
内

側
地
区

港
湾
施

設
用
地

二
九
九
、

二
四
二
・

五
一
平
方

メ
ー
ト
ル

二
九
九
、

○
一
五
・

二
六
平
方

メ
ー
ト
ル

江
東
区
海
の

森
一
丁
目
、

海
の
森
二
丁

目
及
び
海
の

森
三
丁
目

令
和
八

年
四
月

一
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
規
模
を
次
の
と
お
り
変

更
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規

模

変
更
前

変
更
後

所
在
地

変
更
年

月
日

港
湾

施
設

用
地

中
央
防

波
堤
外

側
地
区

港
湾
施

設
用
地

二
九
七
、

四
一
七
・

四
一
平
方

メ
ー
ト
ル

二
九
五
、

五
○
六
・

六
一
平
方

メ
ー
ト
ル

大
田
区
令
和

島
一
丁
目
、

同
区
令
和
島

二
丁
目
、
江

東
区
海
の
森

二
丁
目
地
先

及
び
同
区
海

の
森
三
丁
目

地
先

令
和
八

年
四
月

一
日
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公

告

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
か
ら
、
受
託
を
希
望
す
る
銀
行
等
は
定
め

ら
れ
た
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
六
百
六
十
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
六
千
万
円

八
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
年
八
月

四
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
七
千
六
百
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
五
百
七
十
七
万

八
千
四
百
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
八
十
七
万
七
千

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
四
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
六
十
一
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
円

二
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
八
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
五

日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
八
千
七
百
九
十
万

円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
二
百
八
十
三
万

一
千
三
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
八
十
八
万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
四
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
六
十
二
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
円

百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
八
月
十
九
日
か
ら
同
年
九
月

八
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
九
千
五
百
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
九
百
七
十
六
万

七
千
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
百
十
七
万
一
千

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
四
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
六
十
三
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

六
億
円

三
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
九

月
十
五
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
二
億
五
千
六
百
九

十
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
三
千
六
百
十
万
五

千
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
八
百
二
十
万

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
四
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
六
十
四
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
円

五
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
九
月
九
日
か
ら
同
年
十
月
六

日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
四
千
七
百
五
十
万

円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
九
百
八
十
六
万
四

千
八
百
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
六
百
八
十
五
万
八

千
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
四
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
六
十
五
回
東
京
都
宝
く
じ
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二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
円

二
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
十

月
二
十
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
九
千
百
八
十
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
二
百
六
十
八
万

九
千
三
百
八
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
八
十
八
万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
四
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

晴
海
五
丁
目
西
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
規

準
の
廃
止
に
つ
い
て

晴
海
五
丁
目
西
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
規
準
（
平
成
二

十
八
年
四
月
二
十
二
日
公
告
）
を
廃
止
し
た
の
で
公
告
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る

政
令
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
数
に
つ
い
て

令
和
八
年
度
に
お
け
る
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算

定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
。
以
下
「
算

定
政
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
、
第

十
条
第
三
項
及
び
第
六
項
、
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
六
項
並
び
に

第
十
一
条
の
二
第
三
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
数

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

医
療
費
指
数
反
映
係
数

算
定
政
令
第
九
条
第
三
項
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
〇
・
五
と

す
る
。

二

一
般
納
付
金
所
得
係
数

算
定
政
令
第
九
条
第
五
項
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
一
・
三
二

三
八
〇
四
八
一
八
一
〇
五
八
と
す
る
。

三

一
般
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数

算
定
政
令
第
九
条
第
八
項
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
国
民
健
康

保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
、
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
、

財
政
安
定
化
基
金
及
び
標
準
保
険
料
率
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二

十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
一
号
。
以
下
「
納
付
金
等
省
令
」

と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
に
掲
げ
る
数
と
し
、
一
・
〇
一
四
二

〇
九
八
五
八
六
六
四
五
と
す
る
。

四

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
所
得
係
数

算
定
政
令
第
十
条
第
三
項
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
一
・
三
四

六
三
三
一
四
四
二
〇
八
二
七
と
す
る
。

五

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数

算
定
政
令
第
十
条
第
六
項
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
納
付
金
等

省
令
第
十
六
条
第
一
項
に
掲
げ
る
数
と
し
、
〇
・
九
九
九
九
九
九

九
九
九
六
七
八
九
と
す
る
。

六

介
護
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数

算
定
政
令
第
十
一
条
第
三
項
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
一
・
三

二
九
八
四
〇
一
一
五
八
四
一
四
と
す
る
。

七

介
護
納
付
金
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数

算
定
政
令
第
十
一
条
第
六
項
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
納
付
金

等
省
令
第
二
十
五
条
第
一
項
に
掲
げ
る
数
と
し
、
〇
・
九
九
九
九

九
九
九
九
九
一
七
六
一
と
す
る
。

八

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数

算
定
政
令
第
十
一
条
の
二
第
三
項
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
一

・
三
二
三
八
〇
四
八
一
八
一
〇
五
八
と
す
る
。

九

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数

算
定
政
令
第
十
一
条
の
二
第
六
項
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
納

付
金
等
省
令
第
二
十
五
条
の
八
第
一
項
に
掲
げ
る
数
と
し
、
〇
・

九
九
九
九
九
九
九
九
六
五
八
七
八
と
す
る
。
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